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大手英会話学校による会社更生法の適用申請を受けて 

－NOVA 受講生の方向けに特別コースを導入－ 

株式会社 GABA （ガバ）（本社：東京都目黒区、代表取締役：青野仲達）では、11 月 1 日（木）より、NOVA 受

講生の方向けの特別コースを提供いたします。 

英会話学校の NOVA が会社更生法の適用を申請したことにより、NOVA 受講生の方から、当社に対して入

会に関するお問い合わせを数多くいただいております。これを受け当社では、NOVA 受講生の方向けに、Gaba

マンツーマン英会話への入会金無料および追加レッスンの付与をさせていただく特別コースの導入を決定いた

しました。 

当社は関東・関西・中部において、「Gaba マンツーマン英会話」の事業名称で、34 校のスクールを運営し、マ

ンツーマンに特化したレッスンを提供しております。経営規模も営業地域も異なる一事業者として、受講者の方

を支援させていただく範囲は限定的にならざるをえませんが、英会話教育に携わる企業として、今回の特別コ

ース導入が、受講生の方が情熱をもって英会話の習得を継続し、それぞれの目標を達成していくための一助と

なればと願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【 NOVA 受講生の方向けの特別コースの概要 】 

 

以下の対象者、及び対象コースにてGabaマンツーマン英会話への入会金を無料とし、且つ、Gabaマンツ

ーマン英会話で新規にご契約いただく、各コース回数の10％相当分のレッスンを無料で提供いたします。 
 

対 象 者： ＮＯＶＡ受講生で、2007年10月26日以降に有効期限が到来するコースをお持ちの方 

対象コース： [成人向け] 

Gabaマンツーマン英会話の42回以上のレギュラーコース、デイタイムコース、キャンパスコース 

及び ファミリーコース、給付制度対象コース 

 [小学生向け] 

Gabaグローバル・スターズの各コース（こちらは、入会金無料のみとさせていただきます。） 

期 間： 2007年11月1日(木)から2007年12月28日(金)まで 

そ の 他：  
＊ ご入会時に、NOVA での ID カード、または申込書等の契約書類をご提示いただきます。 

＊ 一部のラーニングスタジオではご利用いただけません。 

＊ 安定したレッスン供給のため、ご希望者が多数となった場合は、対象期間中でもご入会を制限させていただく場合が 

ございます。 

 
 お客様お問い合わせ先： Gaba マンツーマン英会話 （0120）286-815 （受付時間 10：00～22：30） www.gaba.co.jp 

 


